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【一般
会
計
補
正
予
算（
第
2
号
）】

　
　
４
億
９
，１
２
２
万
3
千
円
を
追
加

し
、総
額
を
８７
億
8
，３
１
８
万
2
千
円

と
す
る
。

《
主
な
歳
入
増
》

　
　
地
方
交
付
税
１
億
３
，８
９
３
万
円
、

県
支
出
金
９
，７
１
７
万
6
千
円
、繰
越

金
2
億
４
，５
９
５
万
1
千
円
。

《
主
な
歳
出
増
》

　
　
総
務
費
5
億
８
８
２
万
9
千
円
、農

林
水
産
費
５
，２
１
５
万
8
千
円
、土
木

費
６
，０
４
３
万
9
千
円
。

　
　
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を

2
名
体
制
へ
、強
化
型
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス

3
棟
、平
張
ハ
ウ
ス
３
棟
の
整
備
。

《
主
な
歳
出
減
》

　
　
社
会
福
祉
費
1
億
４
，６
４
６
万
5

千
円
。

質
　
博
物
館
の
有
効
活
用

答

　今
後
の
有
効
活
用
に
向
け
て
、目
的

変
更
も
検
討
し
て
い
く
。

【
下
水
道
事
業
特
別
会
計
】

　
　
１
，８
５
０
万
8
千
円
を
追
加
し
、総

額
を
7
億
１
，８
６
４
万
１
千
円
と
す

る
。

質
　
平
成
27
年
度
の
接
続
率

答
　山
田
地
区
の
接
続
率
は
75
％
で
11
件

の
接
続
が
あ
っ
た
。

【
水
道
事
業
会
計
】

　
　
予
備
費
か
ら
２
２
０
万
円
を
充
用

し
、弁
護
士
訴
訟
費
用
に
充
て
る
。

【
委
員
か
ら
決
算
審
査
対
応
へ
の
意
見
】

　
歳
入
決
算
額
は
8
億
４
，９
２
１
万
2

千
円
、歳
出
決
算
額
は
8
億
2
、２
６
５
万

3
千
円
で
、実
質
収
支
は
１
，８
５
０
万
9

千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
県
支
出
金
が
前
年
度
比
３
０
．３

%
減
の
6
億
2
，７
１
４
万
４
千
円
、繰
入

金
が
前
年
度
比
１
．６
%
減
の
9
，2
４
４

万
9
千
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
下
水
道
整
備
費
の
恩
納
第
1
地
区

農
業
集
落
排
水
事
業
は
７
億
５
，６
６
１

万
5
千
円
の
支
出
が
あ
り
、国
庫
支
出
金

5
億
３
，８
２
４
万
6
千
円
、県
支
出
金

８
，８
８
９
万
8
千
円
、地
方
債
８
，８
８
０

万
、一
般
財
源
４
，０
６
７
万
1
千
円
で
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
下
水
道
事
業
特
別
会
計
】

歳
入

歳
出

《
収
益
的
収
入
及
び
支
出
》

 

　
収
支
差
引
額
８
，４
９
６
万
8
千
円
と

な
っ
て
い
ま
す
。

《
資
本
的
収
入
及
び
支
出
》

　
　
支
出
に
対
し
、収
入
不
足
が
生
じ
た

た
め
、過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金

1
億
１
，７
５
９
万
9
千
円
で
補
填
し

た
。

《
剰
余
金
処
分
》

　
　
繰
越
利
益
剰
余
金
を
４
億
８
，９
７

８
万
9
千
円
と
す
る
処
分
の
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。

【
水
道
事
業
会
計
】

歳
入・歳
出
の
質
疑

質
　
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
な
し
で
運

営
し
て
い
け
る
よ
う
、料
金
の
見
直
し

は
な
い
か
。

答
　今
後
、検
討
し
て
い
き
た
い
。

①
　
担
当
課
長
は
、し
っ
か
り
説
明
資
料
を
用
意
し
、審
査

に
望
ん
で
ほ
し
い
。

②
　
今
回
の
決
算
認
定
に
お
い
て
重
大
な
事
務
の
誤
り
が

あ
り
、今
後
こ
の
様
な
こ
と
の
な
い
よ
う
、職
員
全
体
で

気
を
引
き
締
め
て
事
務
に
当
た
っ
て
ほ
し
い
。

③
　
委
員
会
で
指
摘
等
の
あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
、是
非
と

も
新
年
度
予
算
編
成
に
反
映
し
て
ほ
し
い
。

質答

質答

質答

【
補
正
予
算
】
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否

　決
恩
納
村
職
員
の
再
任
用
に
関
す
る
条
例
の
制
定

本会議採決

賛成：　２

反対：１２

【
提
案
理
由
】

　
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
に
つ
い
て
、

地
方
公
務
員
法（
昭
和
25
年
法
律
第
２
６

１
号
）の
規
定
に
よ
り
、恩
納
村
職
員
の
再

任
用
に
関
す
る
条
例
を
制
定
す
る
必
要
が

あ
る
。

【
提
案
時
質
疑
】

質
　
こ
れ
ま
で
、再
任
用
の
実
績
は
な
い

と
聞
い
て
い
ま
す
が
、こ
こ
に
来
て
、こ

の
条
例
を
制
定
す
る
意
図
は
何
か
。条

例
を
制
定
す
る
と
、今
後
、積
極
的
に
再

任
用
を
行
う
の
か
。

答
　県
の
指
導
に
よ
る
提
案
で
あ
り
、今
後

は
、再
任
用
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。若
い

人
達
か
ら
採
用
し
よ
う
と
、考
え
て
い
ま

す
。

【
委
員
会
質
疑
】

質
　
何
故
、今
頃
、条
例
を
制
定
す
る
の

か
。上
位
法
で
あ
る
地
方
公
務
員
法
に
、

市
町
村
に
制
定
の
義
務
が
明
文
化
さ
て

れ
て
い
る
の
か
。ま
た
、制
定
し
な
い
場

合
に
、本
村
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
や
不
利
益

を
被
る
こ
と
が
あ
る
か
。

答
　本
会
議
で
の
村
長
答
弁
に
あ
っ
た
よ
う

に
、当
面
は
再
任
用
の
計
画
は
あ
り
ま
せ

ん
。何
年
間
も
条
例
を
制
定
し
て
い
な
い

状
態
で
、特
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
　県
と
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
は
、あ
く
ま
で
も

指
導
で
す
。

　
　運
用
計
画
は
な
い
が
、上
位
法
で
あ
る

地
方
公
務
員
法
に
も
謳
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、将
来
的
に
制
定
の
必
要
性
を
感

じ
、提
案
を
し
て
い
ま
す
。

【
委
員
意
見
】

①
　条
例
制
定
の
提
案
を
し
な
が
ら
、本

会
議
の
答
弁
は
、大
き
い
担
保
と
受
け

止
め
て
い
る
。

　
　ま
た
、本
来
、議
案
提
出
と
同
時
に
説

明
資
料
を
準
備
す
べ
き
で
あ
り
、不
十

分
に
感
じ
ら
れ
、判
断
が
厳
し
い
。

②
　法
令
に
基
づ
く
条
例
制
定
な
の
で
構

わ
な
い
が
、給
与
体
系
等
の
規
定
の
根

拠
が
不
明
確
。

　
　ま
た
、村
の
条
文
中
の
条
項
に
も
不

備
を
感
じ
る
。

③

　条
例
制
定
は
県
の
指
導
だ
と
思
う

が
、村
長
は
自
ら「
若
い
人
の
人
材
育
成

を
す
る
」と
言
っ
て
い
る
、運
用
予
定
の

な
い
条
例
を
何
故
、議
会
が
承
認
な
の

か
理
解
で
き
な
い
。

　
　議
会
は
村
民
に
対
し
説
明
責
任
も
あ

り
、時
期
早
々
で
は
な
い
か
。

④
　大
事
な
条
例
を
制
定
し
た
い
の
で
あ

れ
ば
、事
前
に
議
会
に
諮
り
、お
互
い
十

分
に
調
整
し
た
後
に
、提
案
し
審
議
す

る
の
が
、本
来
の
手
順
で
は
な
い
か
。

⑤
　村
長
の
意
向
と
、事
務
方
と
の
相
違

が
感
じ
ら
れ
、委
員
会
と
し
て
判
断
に

悩
み
ま
す
。我
々
、委
員
会
は
村
長
の
意

向
を
優
先
し
た
い
。

⑥
　制
定
義
務
や
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
等
も
な

い
、運
用
意
思
も
な
け
れ
ば
、制
定
の
必

要
は
な
い
。

【
本
会
議
討
論
】

《
賛
成
》

　
　
定
年
60
歳
で
、年
金
は
65
歳
か
ら
、そ

う
い
う
情
勢
も
あ
り
、そ
ん
な
中
で
敢

え
て
、否
決
す
る
根
拠
は
な
い
と
感
じ
、

原
案
に
賛
成
で
す
。

《
反
対
》

①
　
雇
用
と
年
金
を
確
実
に
接
続
す
る
た

め
、無
収
入
期
間
が
発
生
し
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
は
反
対
で
は
な
い
。法
や
、

そ
れ
に
係
る
規
程
を
設
け
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
に
、単
に
県
か
ら
指
導
で
条

例
制
定
。

　
　
も
っ
と
精
査
し
、提
案
し
て
欲
し
い
の

で
、原
案
に
反
対
す
る
。

②
　
臨
時
職
員
、嘱
託
職
員
等
が
採
用
さ

れ
て
い
る
中
で
、再
任
用
し
た
場
合
、こ

の
方
々
の
雇
用
に
対
す
る
影
響
の
論
議

が
不
十
分
な
ま
ま
に
提
案
さ
れ
て
い
る

と
感
じ
、議
論
を
深
め
た
上
で
、議
会
に

提
案
す
べ
き
な
の
で
、原
案
に
反
対
す

る
。

【条例関係】
議案第56号　可決
　恩納村附属機関設置条例の一部を改正する条例
　恩納村心身障害児適性就学指導委員会を恩納村教
育支援委員会に改める。

議案第57号　否決
（賛成２人・反対12人）
　恩納村職員の再任用に関する条例の制定について
定年退職者等の再任用について、条例を制定する。

質質 答答

記事担当　平良　幸夫


